
 

 

 

 

 

 

危険物許可施設に関する申請等は、現在各消防署予防課において、指導、受付、許可、検

査等を実施していますが、平成 24 年４月１日から消防本部保安対策課（予定）において実

施することに変更いたします。 

危険物許可施設に関する申請等をされる場合は、窓口の変更にご留意くださいますようお

願い申し上げます。 

なお、少量危険物施設(指定数量の 1/5 以上、指定数量未満)にかかる届出等につきまして

は、今までどおり各消防署予防課で行ないます。 

 ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 現 在 平成 24 年 4 月 1 日以降 管轄区域 

消 防 本 部 × ○ 枚方市及び寝屋川市全域 

枚 方 消 防 署 ○ × 枚方消防署管轄区域 

枚 方 東 消 防 署 ○ × 枚方東消防署管轄区域 

寝 屋 川 消 防 署 ○ × 寝屋川消防署管轄区域 

※○印が、実施部署 

 

 

名     称 所   在   地 電    話 

消防本部 警防部 保安対策準備課 枚方市大垣内町 2 丁目 10 番 22 号(庁舎 4階) 072-800-1129 

枚方消防署  予防課 枚方市大垣内町 2 丁目 10 番 22 号(庁舎 2階) 072-852-9937 

枚方東消防署 予防課 枚方市津田北町 2 丁目 23 番 3 号 072-852-9976 

寝屋川消防署 予防課 寝屋川市池田 2 丁目 11 番 73 号 072-852-9957 

 

枚 方 寝 屋 川 消 防 組 合 

 

)でご覧いただけます。 

危険物施設に関する申請等窓口 

問合せ先 

危険物許可施設に関する申請書等の    
窓口の変更に関するお知らせ！ 

申請窓口が 

変わります !! 

ご留意下さい !! 

“ 消太
しょうた

・消子
しょうこ

 ” 

枚方寝屋川消防組合 
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